
              

 

 

教科用図書採択地区及び名称の変更について 

 

１ 変更前の      八戸地区（八戸市の単独採択、名称も八戸地区） 
採択地区    

 

２ 変更後の      八戸市と三戸郡を統合し、「三八地区」となる。 
   採択地区 

 

３ 変更理由      三戸郡より、これまで三戸地区として単独で教科用図書の採択業務 
を行ってきたが、今後、採択業務を行うための必要な人員確保が非 
常に厳しく、八戸市と三戸郡の採択地区を統合してほしいと依頼を受  
けたため。 

 

４ 変 更 日      令和８年３月４日（水） 

 

５ 経緯について 
（１）令和７年 12 月 １日（月）  

「教科用図書採択地区変更に関する意見について」青森県教育委員会より受領。 
（２）令和７年 12 月 24 日（水）  

   議案第 38 号として「教科用図書採択地区変更に関する意見について」を同意。 

（３）令和８年 ２月 25 日（水） 
青森県教育委員会第３３７回臨時会にて教科用図書採択地区及び名称の変更について 
承認。 

（４）令和８年 ３月 ４日（水）  
      「教科用図書採択地区及び名称の変更ついて（通知）」青森県教育委員会より受領。 
（５）令和８年 ３月 11 日（水） 

「青森県報」に告示内容を掲載。  
  （６）令和８年 ３月中 
     青森県教育委員会が、採択地区及び名称の変更について文部科学省へ報告。 
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